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１．大麻規制検討の経緯
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大麻取締法の概要について

○ 大麻の定義を規定
○ 大麻取扱者（大麻栽培者及び大麻研究者）免許制とし、大麻の取扱い（栽培、輸入・輸

出、譲渡・譲受、所持等）についても制限
○ 大麻の用途を学術研究及び繊維・種子の採取だけに限定

規制対象外 規制対象

種子

成熟した茎
（樹脂除く）

花穂

葉・未成熟の茎

成熟した茎から
分離した樹脂

根

第１条 この法律で「大麻」とは、大麻
草（カンナビス・サティバ・エル）及び
その製品をいう。ただし、大麻草の成熟
した茎及びその製品（樹脂を除く。）並
びに大麻草の種子及びその製品を除く。

○大麻に含まれる主な成分
THC・・・幻覚等の精神作用を示す成分。

化学合成されたものは、麻薬
として規制。

CBD・・・物質としては規制されていない。

3



大麻取締上の整理について

法律上の規制
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大麻取締法の主な改正について

昭和23（1948）年 大麻取締法 公布・施行

昭和28（1953）年 大麻取締法の一部を改正する法律
●大麻の種子を取り締まり対象から除外
●大麻取扱者の免許業務を都道府県知事に委任
●大臣許可による大麻研究者による大麻の輸出入を可能とした など

昭和38（1963）年 麻薬取締法等の一部を改正する法律
●大麻から製造された医薬品の施用を受けることの禁止
●罰則の法定刑の引き上げ など

平成２（1990）年 麻薬取締法等の一部を改正する法律
●営利目的の場合における加重処罰規定
●未遂・予備罪の処罰規定、資金等提供罪、周旋罪等の新設
●医薬関係者向けの雑誌掲載等を除く大麻に関する広告の禁止 など

平成３（1991）年 麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律
●大麻の定義規定の明確化（種子を規制対象外とする旨明文化）
●国外犯処罰規定の新設 など
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大麻を巡る国内外の情勢について

国内における薬物情勢

国外における薬物情勢

① 英国のGW Pharmaceuticals（GWファーマシューティカルズ）社が、「大麻草」から抽出・精製された大
麻成分CBD（カンナビジオール）を主成分とする経口液剤「Epidiolex（エピディオレックス）」を開発し、
米国や欧州において一部の疾患への治療薬として承認・使用

② 令和２年12月、国連麻薬委員会（CND）において、大麻から製造された医薬品に医療上の有用性が認められ
たことに基づき、「1961年の麻薬単一条約」上の大麻の規制のカテゴリーを変更する旨の勧告が可決。

★大麻及び大麻樹脂は条約で「Ⅰ（乱用のおそれがあり、悪影響を及ぼす物質）」と「Ⅳ（特に危険で医療用途
がない物質）」のカテゴリーで規制されていたが、海外の一部の国で、大麻から製造された医薬品に医療上の
有用性が認められたことからⅣのカテゴリーから外すもの。なお、ⅠとⅣの規制内容は同じであり、Ⅰで引き
続き規制されることから、条約における規制内容に変更はない。
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大麻等の薬物対策のあり方検討会について

検討会の開催スケジュール

大麻等の薬物に係る規制の見直し

第１回 令和３年１月20日 薬物対策の現状と課題
第２回 令和３年２月25日 大麻を取り巻く環境と健康への影響
第３回 令和３年３月16日 再乱用防止と依存症対策
第４回 令和３年３月31日 薬物の適正使用 大麻由来医薬品の医療への活用 （聖マリアンナ医科大学脳神

経外科 准教授 太組一朗先生）
第５回 令和３年４月23日 日本の麻文化を守るために（日本麻協議会事務局代表 若園和朗様、日本麻振興

会代表理事 大森由久様）とりまとめに向けた今後の検討課題
第６回 令和３年５月14日 とりまとめ素案
第７回 令和３年５月28日 とりまとめ（案）
第８回 令和３年６月11日 とりまとめ

近年の若年層を中心とした大麻事犯の増加等の国内における薬物情勢や、諸外国における大麻から製造
された医薬品の医療用途への活用等の国際的な動向を踏まえ、今後の薬物対策のあり方を検討するため、
令和３年１月から、医学・薬学・法学等の有識者により構成された「大麻等の薬物対策のあり方検討会」
を計８回にわたり開催し、同年６月25日にとりまとめを公表した。

同とりまとめにおいて、
大麻草の部位による規制から成分に着目した規制への見直し
大麻から製造された医薬品の施用に関する見直し
大麻の「使用」に対する罰則の導入
再乱用防止と社会復帰支援の推進

等について、基本的な方向性が示された。
7



大麻等の薬物対策のあり方検討会とりまとめについて

成分に着目した規制

大麻取締法においては、大麻草の部位による規制を行っているところであるが、実態としてはTHC（テトラヒドロカンナビノー
ル）という有害成分に着目して取締りを行っていることや、規制すべき物質は有害な精神作用を示すTHCであることから、大
麻草が含有する成分（THC）に着目した規制に見直すことが適当である。

大麻から製造された医薬品の背用に関する見直し

WHO勧告により大麻から製造された医薬品の有用性が認められる等、近年の諸外国の動向やその医療上の有用性を踏

まえて、現行の麻薬及び向精神薬取締法に規定される免許制度等の流通管理の仕組みの導入を前提として、大麻から製
造された医薬品の製造や施用を可能とすべきである。

大麻の「使用」に対する罰則

法制定時に大麻の使用に対する罰則を設けなかった理由である「麻酔い」は現状において確認されず、大麻から製造され
た医薬品の不正使用の取締りの観点や他の薬物法規との整合性の観点からは、大麻の使用に対し罰則を科さない合理的
な理由は見い出し難い。

また、使用に対する罰則が規定されていないことが、「大麻を使用してもよい」というメッセージと受け止められかねない状
況にあることから、他の薬物法規と同様、大麻の使用に対し罰則を科すことが必要であるという意見が多かった。

一方、国際的な回復支援の流れに逆行することになるのではないか、使用罪の導入が大麻使用の抑制につながるという
論拠が乏しい、大麻事犯の検挙者数の増加に伴い、国内において、暴力事件や交通事故、また、精神障害者が増加してい
るという事実は確認されておらず、大麻の使用が社会的な弊害を生じさせているとはいえない、刑罰により罰することは孤立
を深め、スティグマを助長するなどの理由から、３名の委員より反対意見があった。

再乱用防止と社会復帰支援の推進

刑事司法関係機関等における社会復帰に繋げる指導・支援、医療提供体制に係る取組の継続及び地域社会における本
人・家族等への支援体制の充実により、再乱用防止と社会復帰支援を進めていく必要がある。 8



２．薬物対策の現状と課題
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薬物規制に関する法律について

【参考文献】 麻薬・向精神薬・覚醒剤 管理ハンドブック第11版（株式会社じほう発行）
 

麻薬及び向精神
薬取締法

麻
薬

あへんアルカロイド
モルヒネ、オキシコドン、ジアセチルモルヒネ（ヘロイ
ン）等

コカインアルカロイド コカイン等

合成麻薬
ペチジン、フェンタニル、メサドン、MDMA、LSD、PCP、
2ｰCB等

麻薬原料植物 コカ、マジックマッシュルーム等

向
精
神
薬

睡眠薬
精神安定剤
食欲抑制剤
鎮痛剤
中枢神経興奮剤

トリアゾラム（ハルシオン）、ニメタゼパム等
メプロバメート等
フェンテルミン、マジンドール等
ペンタゾシン、ブプレノルフィン等
メチルフェニデート（リタリン）等

麻薬向精神薬原料 サフロール、無水酢酸、エルゴタミン、リゼルギン酸等

あへん法 けし、あへん、けしがら

大麻取締法 大麻草及びその製品（大麻樹脂を含む）
ただし、大麻草の成熟した茎・その製品、大麻草の種子・その製品を除く

覚醒剤取締法 覚醒剤 アンフェタミン、メタンフェタミン

覚醒剤原料
エフェドリン、メチルエフェドリン、ノルエフェドリン、
セレギリン、リスデキサンフェタミン、フェニル酢酸等

麻薬特例法 ー

医薬品医療機器
等法（注）

指定薬物 亜硝酸イソブチル、5-MeO-MIPT等

毒物及び劇物取
締法

興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物・劇物 トルエン、シンナー等

注 医薬品、医療器機等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

※ エフェドリン、メチルエフェドリン及びノルエフェドリンの一定含有量以下の製剤は覚醒剤原料から除外されている、

令和3年9月30日現在
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麻薬４法の比較（概要）について

【参考文献】 麻薬・向精神薬・覚醒剤 管理ハンドブック第11版（株式会社じほう発行）
 

麻薬及び向精神薬取締法 あへん法 大麻取締法 覚醒剤取締法

目
的

・麻薬･向精神薬乱用による保健衛生上の危害を防止するため必要な取締
・麻薬中毒者の措置

あへんの供給の適正を図る
ため必要な取締

ー
覚醒剤の乱用による保健衛生上の危害を防止するため必要な
取締

規
制
対
象

麻薬 向精神薬 けし、あへん 大麻 覚醒剤 覚醒剤原料

医療用途あり
研究用途あり

医療用途あり
研究用途あり

医療用途あり
（医薬品原料）
研究用途あり

医療用途なし
研究用途あり

医療用途あり
（ただし1物質）
研究用途あり

医療用途あり
化学品用途あり
研究用途あり

免
許
等

〈免許〉 〈免許及び登録〉 〈許可〉 〈免許〉 〈指定〉 〈指定〉

（栽培）
けし耕作者
甲種研究栽培者
乙種研究栽培者

（栽培）
大麻栽培者

（製造等）
麻薬輸入業者
麻薬輸出業者
麻薬製造業者
麻薬製剤業者
家庭麻薬製造業者

（製造等）
向精神薬輸入業者
向精神薬輸出業者
向精神薬製造製剤業者
向精神薬使用業者

麻薬製造業者 （製造等）
覚醒剤製造業者

（製造等）
覚醒剤原料輸入業者
覚醒剤原料輸出業者
覚醒剤原料製造業者

（流通）
麻薬元卸売業者
麻薬卸売業者

（流通）
向精神薬卸売業者（医薬品の卸売販売
業者及び薬局開設者は、みなし。）

（流通）
覚醒剤原料取扱者

（薬局）
麻薬小売業者

（薬局）
向精神薬小売業者の、みなし

（医療機関）
麻薬施用者
麻薬管理者

（医療機関）
なし

（医療機関）
覚醒剤施用機関

（研究）
麻薬研究者

（研究）
向精神薬試験研究施設設置者

麻薬研究者 （研究）
大麻研究者

（研究）
覚醒剤研究者

（研究）
覚醒剤原料研究者

医薬品として製造、流通す
る段階では麻薬及び向精神
薬取締法で規制

大麻自体は繊維等の有用植物なの
で他への流用を規制。医療用途な
し

流通、輸出入を国が独占。
したがって免許制はない

輸
出
入

免許必要。その都度の許可 免許必要。一部その都度の許可 国のみ 大麻研究者のみ。その都度の許可 全面禁止 指定必要。その都度の許可

〈輸入が多く輸出が少ない〉 〈輸出入多い〉 〈国の専売〉 〈輸出入少ない〉 〈輸出入禁止〉 〈輸出入多い〉

中
毒
者

医
療

麻薬及び向精神薬取締法によ
る措置入院制度あり

なし 麻薬及び向精神薬取締法に
よる措置入院制度あり

麻薬及び向精神薬取締法による措
置入院制度あり

精神保健および精神障害
者福祉に関する法律によ
る措置入院制度等あり

なし

令和3年9月30日現在
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免許等を与えるもの一覧について

【参考文献】 麻薬・向精神薬・覚醒剤 管理ハンドブック第11版（株式会社じほう発行）
 

根拠となる
法律 資格の種類 免許等権者 分類 期限

麻薬及び向精
神薬取締法

麻薬輸入業者

厚生労働大臣

免許

免許の日の
翌々年の12
月31日まで

麻薬輸出業者
麻薬製造業者
麻薬製剤業者
家庭麻薬製造業者 地方厚生

（支）局長麻薬元卸売業者
麻薬卸売業者

都道府県知事
麻薬小売業者
麻薬施用者
麻薬管理者
麻薬研究者
向精神薬輸入業者

地方厚生
（支）局長

免許の日か
ら5年

向精神薬輸出業者
向精神薬製造製剤業者
向精神薬使用業者
向精神薬卸売業者

都道府県知事 免許の日か
ら6年向精神薬小売業者

向精神薬試験研究施設設置者
（国の開設する施設）

地方厚生
（支）局長 登録

期限なし

向精神薬試験研究施設設置者 都道府県知事
麻薬等原料輸入業者＊

地方厚生
（支）局長 届出

麻薬等原料輸出業者＊

特定麻薬等原料製造業者
特定麻薬等原料卸小売業者 都道府県知事

根拠となる法律 資格の種類 免許等権者 分類 期限

大麻取締法
大麻栽培者

都道府県知事 免許
免許の年の
12月31日ま
で大麻研究者

覚醒剤取締法

覚醒剤製造業者
厚生労働大臣

指定

指定の日の翌
年の12月31
日まで

覚醒剤施用機関
（国の開設するもの）

覚醒剤施用機関
都道府県知事

覚醒剤研究者

覚醒剤原料輸入業者
地方厚生
（支）局長 指定の日の4

年後の12月
31日まで

覚醒剤原料輸出業者

覚醒剤原料製造業者

覚醒剤原料取扱者
都道府県知事

覚醒剤原料研究者

あへん法

けし耕作者
地方厚生
（支）局長 許可 1年以内の9

月30日まで甲種研究栽培者

乙種研究栽培者

＊ 麻薬等原料輸入（輸出）業者業務届出受理証明書の有効期限は届出の日か

ら5年を経過した日の属する年の6月30日まで（H12.12.14 医薬発第1239号）

令和3年9月30日現在
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乱用薬物の種類・作用について R 4 . 4末現在
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覚醒剤について

覚醒剤とは

1893年に長井長義博士がメタンフェタミンを合成。
末梢・中枢神経のドパミン及びノルアドレナリン量を増加させる。
強い精神依存がある。
覚醒剤取締法で規制されており、規制されている物質は「アンフェタミン」と「メタンフェタミン」のみ。

覚醒剤の作用

薬物使用により引き起こされる作用 ： 興奮、恍惚、不眠、多動 等
薬物依存により引き起こされる作用 ： 幻覚・幻聴、妄想、猜疑心 等
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大麻について

大麻とは

大麻の作用

古来から宗教儀式等で利用されている。
大麻は「ハシシ」と呼ばれることがあり、「ハシシ」はassasinの由来と言われている。
有害成分THCが脳内カンナビノイド受容体に結合し、神経回路を阻害する。
軽度の身体依存あり。
大麻取締法で規制されており、乱用されている大麻には、「乾燥大麻」のほか、「大麻リキッド」、「大麻ワックス」、「大麻クッ
キー」、「大麻チョコレート」等、多岐に亘っている。

認知機能、記憶等の障害、知覚（聴覚、触覚）の変容 等

乾燥大麻

15
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麻薬ヘロインについて

ヘロインとは

ヘロインの作用

古くから鎮痛剤として利用。
脳内のオピオイド受容体と結合し、強い精神依存と身体依存を誘発する。
断薬により強い禁断症状を呈す。
麻薬及び向精神薬取締法で麻薬として規制されている。

鎮痛、多幸感、嘔吐、呼吸中枢抑制 等

16



麻薬コカインについて

コカインとは

コカインの作用

インディオがコカ葉を咀嚼して使用していた。
ドパミン、ノルアドレナリン、セロトニンの再取り込み阻害作用を持つ。
局所麻酔作用を持つため、医療用麻薬として使用されることがある。
麻薬及び向精神薬取締法で麻薬として規制されており、コカインの原料であるコカ葉も同様に麻薬として規制されている。
コカの木は麻薬原料植物として規制されている。

興奮（多弁、多動）、多幸感、感覚鋭敏 等

17



麻薬M D M Aについて

MDMAとは

MDMAの作用

1980年代から乱用されており、我が国では1989（平成元）年に麻薬に指定。
末梢・中枢神経のドパミンの遊離を促進する作用を持つ。
覚醒剤と幻覚剤の２つの薬物の特徴を併せ持つ。
正式名称は「Ｎ，α－ジメチル－3,4－（メチレンジオキシ）フェネチルアミン」、通称名は「3,4－メチレンジオキシメタンフェタミン」
であり、MDMAは別名。
麻薬及び向精神薬取締法で麻薬として規制されている。

多幸感、感受性亢進、気分高揚 等

18



乱用薬物の種類とその影響について

中枢作用
乱用薬物の種類 薬物乱用による影響 参考

種類 例 精神依存 身体依存 耐性 催幻覚 精神毒性※ 規制される法律

抑制

あへん類 ヘロイン、モルヒネ
等 ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋ － －

麻薬及び向精神薬取締法バルビツール類 ペントバルビタール
等 ＋＋ ＋＋ ＋＋ － －

ベンゾジアゼピン類 トリアゾラム等 ＋ ＋ ＋ － －

大麻 ＋ ± ＋ ＋＋ ＋ 大麻取締法

興奮

コカイン ＋＋＋ － － － ＋＋

麻薬及び向精神薬取締法LSD ＋ － ＋ ＋＋＋ ±

アンフェタミン類

MDMA等 ＋＋＋ － ＋ ＋ ＋＋＋

覚醒剤
（アンフェタミン、
メタンフェタミン）

＋＋＋ － ＋ － ＋＋＋ 覚醒剤取締法

※精神毒性：精神病を引き起こす作用 【参考文献】「薬物乱用・依存等の疫学的研究及び中毒性精神病患者等に対する適切な医療のあり方についての研究
（主任研究者：和田 清）研究報告書」平成10年度厚生科学研究費（医薬安全総合研究事業） 19



薬物事犯検挙人員の推移について

○ 薬物事犯全体の検挙人員は、前年より増加し、過去10年で最多
○ 大麻事犯の検挙人員は、７年連続で増加し、初めて5,000人を超えて過去最多を更新
○ 麻薬事犯の検挙人員は、平成20年以降13年ぶりに600人を超えて過去10年で最多

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31・R1 R2

覚醒剤 12,083 11,842 11,127 11,148 11,200 10,607 10,284 10,030 8,730 8,654

大麻 1,759 1,692 1,616 1,813 2,167 2,722 3,218 3,762 4,570 5,260

麻薬・向精神薬 346 341 540 452 516 505 505 528 558 638

あへん 12 6 9 24 4 7 12 2 2 15

全薬物事犯 14,200 13,881 13,292 13,437 13,887 13,841 14,019 14,322 13,860 14,567

12,083 11,842
11,127 11,148 11,200

10,607 10,284 10,030

8,730 8,654 

1,759 1,692 1,616 1,813 2,167
2,722

3,218
3,762

4,570 5,260 

346 341 540 452 516 505 505 528 558 638 

14,200 13,881
13,292 13,437

13,887 13,841 14,019 14,322 13,860
14,567 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

（人）

20厚生労働省・警察庁・海上保安庁・財務省の統計による。



大麻事犯の品目別検挙人員について

21

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31・R1 R2

液体大麻 2 1 1 6 14 6 9 14 43 195

大麻樹脂 41 48 30 39 53 49 50 41 60 35

乾燥大麻・大麻たばこ 1,453 1,390 1,359 1,532 1,840 2,426 2,868 3,397 4,062 4,553

大麻草 263 253 226 236 260 241 291 310 405 477

全大麻事犯 1,759 1,692 1,616 1,813 2,167 2,722 3,218 3,762 4,570 5,260

4,553 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

（人）

195
477

令和2年においては液体大麻による検挙者人員が急増 5,260

35

厚生労働省・警察庁・海上保安庁・財務省の統計による。



薬物押収量の推移について

○ 覚醒剤押収量は前年より減少して824.4kg
○ 乾燥大麻押収量は前年より減少して299.2kg
○ コカイン押収量は前年より大幅に増加し、821.7kgとなり過去最多を更新

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31・R1 R2

覚醒剤 350.9 466.6 846.5 570.2 431.8 1,521.4 1,136.6 1,206.7 2,649.7 824.4

乾燥大麻 141.1 332.8 198 166.6 104.6 159.7 270.5 337.3 430.1 299.2

コカイン 28.8 6.9 124.1 2.3 18.6 113.3 11.6 157.4 639.9 821.7

350.9 
466.6 

846.5 

570.2 
431.8 

1,521.4 

1,136.6 
1,206.7 

2,649.7 

824.4

141.1

332.8

198 166.6
104.6

159.7
270.5 

337.3 
430.1

299.2

28.8 6.9
124.1

2.3 18.6
113.3

11.6 

157.4 

639.9

821.7

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

（kg）
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大麻事犯における検挙人員の推移（年齢別）について

1,813 
2,167 

2,722 

3,218 

3,762

4,570

5,260

745
1,049 1,237

1,519

2,007

2,622

3,511

80 144 211 301
434

615
899

41.1%

48.4%
45.4%

47.2%

53.3%

57.4%

66.7%

4.4%
6.6% 7.8%

9.4%
11.5%

13.5%

17.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ H３０ Ｈ３１・Ｒ１ Ｒ２

検挙人員 30歳未満
20歳未満 30歳未満の割合
20歳未満の割合

（人）

30歳未満が
半数超え

2.9 倍

H26 年から

5.3 倍

11.2 倍

H26 年から

H26 年から

総検挙人員が７年連続で増加
（４年連続で過去最高を更新）

全体

30歳未満

20歳未満

過去最高であった平成21年の検挙人員
（3,087人）を超え、過去最高を記録

23厚生労働省・警察庁・海上保安庁・財務省の統計による。



薬物密輸入事犯における検挙人員の推移について

222 179 181 180

102 108

159
172

357

143

34

69 51 43

64 52

77
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24 41 61 76
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0

0

0

0

0

0

0

100
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H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31･R1 R2

覚醒剤事犯 大麻事犯 麻薬・向精神薬事犯 あへん事犯

(人)

595

330

281 290 294 299 291

247

316

374

○ 令和２年中の大麻の密輸入事犯の検挙人員は、全薬物密輸入事犯のうちの約3割を占める

24厚生労働省・警察庁・海上保安庁・財務省の統計による。



各国（G 7）における違法薬物の生涯経験率の比較について

○ 各国とも大麻の生涯経験率が最も高い。
○ 日本における違法薬物の生涯経験率は、諸外国と比較して低い。
○ 特に大麻については、欧米では20～40％台であるのに対し、日本では1.4％と圧倒的に低い。

25



我が国における違法薬物の生涯経験率について

【薬物使用に関する全国住民調査（令和3年）】
○ 大麻の生涯経験率は、覚醒剤、コカイン、危険ドラッグと比べて最も高い。
○ 大麻の生涯経験率は覚醒剤の生涯経験率と比べて約5倍高い。
○ 大麻の生涯経験者数の推計は約128万人。

26



大麻の使用罪に対する認識調査について（R1/R2）

調査概要

大麻取締法において使用罪が規定されていないことの認識及び大麻の使用罪が規定されていないことと大麻を使用したこととの関
係について、厚生労働省と警察庁との間で協議し、警察庁において調査を実施。

調査対象者
令和元年10月１日から11月30日までの間に、警察において、大麻の単純所持で検挙された者631人
令和２年10月１日から11月30日までの間に、警察において、大麻の単純所持で検挙された者748人

大麻取締法において使用罪が
規定されていないことの認識

大麻の使用罪が規定されていないことと大麻を使用
したこととの関係（「知っていた」と回答した人に対する
調査結果）

82.2%

15.4%

2.4%

74.8%

20.9%

4.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

知っていた

知らなかった

不明

令和元年 令和２年

7.5%

19.7%

67.8%

5.0%

5.7%

15.3%

73.3%

5.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

大麻を使用する理由となった

大麻の使用に対するハードルが下がった

禁止されているか否かに関わらず、

大麻を使用した

その他

令和元年 令和２年
警察庁調べ

27



大麻（T H C）の有害作用について
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大麻の健康に対する悪影響について（W H O文献）
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カンナビノイド（T H C・C B D）について

30



国際機関の構成について
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国際条約と国内法律との関係について

【参考文献】 麻薬・向精神薬・覚醒剤 管理ハンドブック第11版（株式会社じほう発行）
 

国際条約名 物質名 定義（国内法律名）

1961年の麻薬に関する単一条約
あへん系麻薬、コカ系麻薬、合成麻薬等 麻薬（麻薬及び向精神薬取締法）
あへん あへん（あへん法）
大麻（含樹脂） 大麻（大麻取締法）

向精神薬に関する条約

付表Ⅰ LSD、MDMA、サイロシビン等
麻薬（麻薬及び向精神薬取締法）

付表Ⅱ

PCP、Δ９－THC※、２C-B、GHB等

メタンフェタミン、アンフェタミン等 覚醒剤（覚醒剤取締法）

メタカロン等 第一種向精神薬（麻薬及び向精神薬取締法）
付表Ⅲ ペンタゾシン等 第二種向精神薬（麻薬及び向精神薬取締法）
付表Ⅳ トリアゾラム等 第三種向精神薬（麻薬及び向精神薬取締法）

条約で未規制の新精神活性物質
麻薬（麻薬及び向精神薬取締法）
指定薬物（医薬品医療機器等法）

麻薬及び向精神薬の不正取引の
防止に関する国際連合条約

付表Ⅰ
無水酢酸、過マンガン酸カリウム等 特定麻薬向精神薬原料（麻薬及び向精神薬取締法）
エフェドリン、フェニル酢酸等 覚醒剤原料（覚醒剤取締法）

付表Ⅱ アセトン、トルエン等 麻薬向精神薬原料（麻薬及び向精神薬取締法）
クロロエフェドリン、メチルエフェドリン等 覚醒剤原料（※）（覚醒剤取締法）

※ 大麻から抽出した物ではない

※ このほか日本は、以下の３物質を覚醒剤原料として独自に規制。

・クロロメチルエフェドリン ・ジメチルプロパミン ・N･αｰジメチルｰNｰ2プロピニルフェネチルアミン

○ 上記のほかにも日本が独自に麻薬や向精神薬として規制している物質がある。（ナロルフィン（麻薬）、クアゼパム（向精神薬）等）

○ サイロシビン又はサイロシンを含有するキノコ類は国際条約では規制されていないが、国内では麻薬及び向精神薬取締法により麻薬原料植物に指定されている。

令和3年9月30日現在
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国際条約における薬物の規制について（改正前）

条約名 分類 危険性 規制の強さ 規制対象 国内法との関係

1961年の
麻薬に関する

単一条約

スケジュール
Ⅳ

ⅠとⅣの規制は同
じ

大麻、大麻樹脂 大麻取締法

麻薬（ヘロインなど）
麻薬及び向精神薬取締法

スケジュールⅠ

麻薬（コカインなど）

あへん あへん法

スケジュールⅡ 麻薬（コデインなど）

麻薬及び向精神薬取締法スケジュールⅢ

麻薬（2.5％以下のコデインな
ど）

※スケジュールⅠ・Ⅱに
分類される薬物の製剤

1971年の
向精神薬に
関する条約

スケジュールⅠ 麻薬（LSD、MDMA、THCなど）

スケジュールⅡ

覚醒剤 覚醒剤取締法

麻薬（Δ9-THCなど）
第１種向精神薬

麻薬及び向精神薬取締法スケジュールⅢ 第２種向精神薬

スケジュールⅣ 第３種向精神薬

高

低

強

弱

高

低

強

弱
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大麻に関するW H O勧告の投票結果について
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可決されたW H O勧告によるカテゴリーの変更について
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大麻から製造された医薬品について

１．Epidiolex（エピディオレックス）とは
英国のGW Pharmaceuticals（GWファーマシューティカルズ）社が開発した
医薬品で、「大麻草」を原料として、抽出・精製された大麻成分CBD（カンナビ
ジオール）を主成分とする経口液剤。

２．承認までの経過

３．日本の状況

〇平成30年6月25日

○「Epidiolex」は、大麻草の規制部位から抽出されたものであり、大麻取締法に基づく大麻製品であること
から輸入が原則禁止される。また、施用、受施用は禁止されている。

○なお、大麻から製造された医薬品の国内での治験は、現行の大麻取締法においても可能。

〇平成30年11月1日

米国FDA（食品医薬品局）は、 Pharmaceutical社のEpidiolexを、
重度のてんかん症候群であるレノックス・ガストー症候群とドラベ症候群の治
療薬として承認

〇令和元年9月23日

GW Pharmaceutical社は米国でEpidiolexを発売

〇令和２年８月

欧州委員会（European Commission）はEpidiolexをレノックス・
ガストー症候群とドラベ症候群の治療薬として承認

米国FDAは、Epidiolexを結節性硬化症の治療薬として承認
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G 7における大麻由来医薬品の規制状況について

（注）
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医療用途及び科学的用途で生産される大麻草の世界的動向について
概要

○ 2010年までは、米国のみが大麻草を合法的用途（医療用途及び科学的用途）でINCBに報告している唯一の国であったが、
2011年以降大麻草を医療用途や科学的研究用途で使用する国が増えている。

○ このような背景から、合法的な用途に用いられる大麻草の生産量が増加しており、2020年における世界全体の生産量は650.8tと
前年に比べて増加している（2019年 468.3t）。

○ 2020年における大麻草の生産は、イギリス（36.7％）、カナダ（35％）、スペイン（13％）の順で栽培されている。
○ 2020年における大麻草の輸出は、カナダが約75％を占め、輸入はドイツ（17.2％）、デンマーク（16.8％）の順で行われている

2020年における大麻草の主な国における生産

生産量（t) 割合（％）
イギリス 238.7 36.7
カナダ 227.8 35

スペイン 84.4 13
イスラエル 24.6 3.8

オーストラリア 18.4 2.8
コロンビア 18.1 2.8

北マケドニア 12.2 1.9
ウルグアイ 6.9 1.1
デンマーク 6.5 1
オランダ 5.9 0.9
全体 650.8 100

Estimated World Requirements for 2022 - Statistics for 2020 より引用
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大麻草の利用用途について

○ 大麻草は非常に多くの用途があり衣・食・住・医療・エネルギーなど幅広く利用されている。
伝統的な繊維利用に加え、近年、バイオマスプラスチック等にも活用されている。

葉

茎

根

種 ●食品

●食用油

●化粧品

●石鹸

●土壌改良

●医薬品

●肥料

●飼料

【茎の皮】
●ロープ

●糸

●織物

●しめ縄（神道儀式）

【茎の芯（おがら）】

●バイオマス燃料

●住宅用建材

●プラスチック（自動車部品等）

●紙
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バイオマスプラスチック

大麻の新たな産業利用について

○欧州の自動車メーカーではヘンプ・プラスチックを使った内装材（ドアパネルなど）の採用が広がってい

る。

バイオマスプラスチックとは、一般的に、トウモロコシやサトウキビなど、植物由来の原料を使用して作られた素

材のことで、バイオマスプラスチックの原料となる植物は光合成により二酸化炭素を吸収して成長するため、バイオ

マスプラスチックを燃やす際に排出される二酸化炭素の量と相殺することが可能と考えられる。

この考え方は「カーボンニュートラル」と呼ばれ、地球温暖化の防止や、化石資源への依存度軽減が期待される。

近年、環境保全の観点から、メルセデスやBMWなど欧州の自動車メーカを中心に、産業用大麻（ヘンプ）の茎か

らとれる繊維を原料とするヘンプ・プラスチックを使用した内装材（ドアパネルなど）の採用が広がっている。

※ バイオマス：再生可能な生物資源

CO2排出CO2吸収

光合成

成長 利用

燃焼
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繊維等への用途例について

亀甲織り
引用元：いわての匠 しずくいし麻の会

（https://takumi.leadkonan.jp/work/page2.html） 正藍染め
引用元：宮城県指定無形文化財栗駒の正藍染の保存･継承東北工業大学
（https://www.tohtech.ac.jp/topics/lobbyevent/2814.html）

からむし織り
引用元：伝統的工芸品 伝統工芸 青山スクエア
（https://kougeihin.jp/craft/0138/）

合掌造りの屋根下地
引用元：明善寺庫裡郷土館 | 白川郷観光情報｜白川郷観光情報

（http://kankou.shirakawa-go.org/guide/163/）

しめ縄
引用元：三つの日本一 ? 宮地嶽神社

（http://www.miyajidake.or.jp/history/nihonichi）

横綱の綱
引用元：横綱 - 相撲用語集 - 日本相撲協会公式サイト

（http://www.sumo.or.jp/IrohaKnowledge/glossary_rikishi_yokozuna）

神戸町火祭り
引用元：神戸山王まつり 岐阜県安八郡神戸町公式ホームページ
（https://www.town.godo.gifu.jp/event/event02.html）

御幣
引用元：国産精麻がついた祓串にて祓う術 さぬきいんべ通信

（https://sanuki-imbe.com/blog/2019/02/14/haraegushi/）
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C B D製品について

○ 米国では様々な種類のCBD製品が流通しており、我が国にも輸入され、食品や化粧品として流通している。

食品

グミ（Gummies ）グミ（Gummies ）カプセル（Capsules）カプセル（Capsules）

外用（Topicals）

チンキ（Tincture）チンキ（Tincture）

（https://ministryofhemp.com/ より引用）

・飲料（Drinks）
・チョコレート（Chocolate）

など
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C B D製品の輸入に係る大麻非該当性確認について

貨物の到着

検疫所における審査

食品等輸入届出済証発行

税関での通関手続

国内流通

大麻非該当性確認*

食品等輸入届出

大麻非該当 大麻該当
放棄・廃棄

* 関東信越厚生局麻薬取締部において実施。ま
た、輸入届出を行う前に確認を依頼することも可能。

大麻非該当性確認

①「大麻草の成熟した茎又は種子から抽
出・製造されたCBD 製品であること」の
証明書

②成分分析書
③CBD の原材料及び製造工程の写
真（大麻草由来の製品の場合）

により、輸入しようとするCBD製品の大麻
の非該当性を確認
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T H C成分の検出事例について ①
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T H C成分の検出事例について ②
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規制対象とする大麻草の品種について

アサの分類

大麻の基原植物はアサである。Linnaeus(1753)はアサ（Cannabis）を単一種（Cannabis sativa）として扱ったが、
Lamarck（1785）は、‘Indian Cannnabis strain’ を分類学的に区別し、Cannabis Indica を命名した。

アサ（Cannabis）属が単一種で構成されているかどうかについては、継続的な議論はあるが、現在、2亜種（subspecies）
（Cannabis sativa L. subsp. sativa および Cannabis sativa L. subsp. indica ）、4変種（varieties）
（ Cannabis sativa L. subsp. sativa var. sativa、 Cannabis sativa L. subsp. sativa var. spontanea Vavilov
Cannabis sativa L. subsp. indica var. indica (Lam. ) Wehmer、 Cannabis sativa L. subsp. indica var.
kafiristanica (Vavilov) ) を有する一属一種と考えられ、さらに、アサの分類を特徴づける化学的・形態学的区別は容易ではなく、
植物形態は環境要因によって容易に変化することから、すべてのアサにCannabis sativa L.を用いることが妥当だと考えられている。

【参考文献】大麻問題の現状 Ⅱ 大麻とは（厚生労働行政推進調査補助金（医薬品・医療機器レギュラトリーサイエンス政策研究事業）「危険ドラッグ等の濫用防止のより効果的な普及啓発に関する
研究」研究班 花尻（木倉）瑠理、緒方潤、田中理恵）
 

46



規制対象とする大麻草の品種について

大麻取締法第1条

この法律で「大麻」とは、大麻草（カンナビス・サティバ・エル）及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品（樹
脂を除く。）並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

裁判判例

大麻取締法第1条に規定する大麻草とは、カンナビス属に属する植物すべてを含む趣旨であり（最決昭57･9･17刑集36巻8号
186頁）、日本産の大麻も当然これに含まれる（東京高判昭47･4･25判タ279号361頁）としている。このほか、大麻の一属
一種に関しては、東京高判昭56･6･15判夕460号175頁、大阪高判昭56･12･24判夕460号175頁があり、いずれも大麻は
一属一種であると判示している。（大コンメンタールⅡ 薬物五法 大麻取締法・あへん法・覚せい剤取締法より）

麻薬単一条約

1961年の麻薬単一条約において、Cannabis plantsを 「アサ属の植物」と定義しており、indica や sativa の交雑種、および
将来発見され得るあらゆる変種を対象としている。（Cannabis legistation Europe EMCDDA 2017より）
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カンナビノイド成分の種類と規制状況

カンナビノイドの種類

○ 大麻草には、「カンナビノイド」と総称される炭素、水素、酸素からなる化合物が含まれている。
○ 2017年にElSohlyらは、大麻草のカンナビノイドは構造の特徴により11のサブクラスに分類され、120種あると報告している。
○ カンナビノイドの中には、幻覚作用などの中枢作用を持つものがあり、Δ9ｰtetrahydrocannabinol（Δ9ｰTHC）が最も作用が強く、大麻草の

活性本体である。
○ Δ9ｰTHCは生の植物体中ではフェノールカルボン酸体であるΔ9ｰtetrahydrocannnabinolic acid（THCA）の状態で存在する。
○ THCA自体は活性を持たないが、光や熱などによって、脱炭酸が起こり、活性体であるΔ9ｰTHCへと変化する。
○ Δ9ｰTHC以外に、精神活性作用を持つことが知られているカンナビノイドとして、Δ８-THCがあるほか、大麻草中に微量しか含まれていないため

レアカンナビノイドなどと呼ばれているHHC、THCPなどがある。
○ 精神活性作用を持たないカンナビノイドとして、CBD（カンナビジオール）があるほか、レアカンナビノイドのCBG（カンナビゲロール）、CBC（カン

ナビクロメン）などが存在するが、これらの薬理作用については十分に研究されていない。

麻薬及び向精神薬取締法で「麻薬」に指定されているカンナビノイド

Δ６a（7）ｰ THC Δ６a（10a）ｰ THC Δ7 ｰ THC Δ９（11）ｰ THC

Δ10 ｰ THC Δ８ ｰ THC
（化学合成由来のみ）

Δ９ ｰ THC
（化学合成由来のみ）

医薬品医療機器等法で「指定薬物」に指定されているカンナビノイド

合計892物質（個別指定122物質、包括指定770物質） ※令和4年3月7日にHHC、THCPを指定薬物に指定
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危険ドラッグ対策と指定薬物指定について

大

輸入、製造、販売
所持、使用等を禁止
※医療用麻薬について、

許可制による厳正な管理

輸入、製造、販売
所持、使用等を禁止
※医療等の用途は除外

大 小

危険ドラッグ

小

精
神
毒
性保

健
衛
生
上
の
危
害

麻
薬
に
指
定

指
定
薬
物
に
該
当
す
る
成
分

麻
薬
に
該
当
す
る
成
分

指
定
薬
物
に
指
定

指定薬物

麻薬依
存
性

有
害
性

有害性立証の程度

麻薬及び向精神薬取締法による規制 医薬品医療機器等法による規制

罰則：最高で、５年以下の懲役若しくは
５００万円以下の罰金

罰則：最高で、無期若しくは３年以上の
懲役及び１０００万円以下の罰金

※含有する成分は
物質としては未規制

（221件）*

（2405件）*
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カンナビノイド系指定薬物の指定推移について

0
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指
定

数

カンナビノイド系指定薬物の指定数推移

個別指定 包括指定

包括指定

７７０物質

個別指定

１２２物質

８９２

※指定薬物の総数は2,405物質
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指定薬物の指定について（令和4年３月7日公布）
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THCの代謝経路について

出典元：山本郁男「大麻～光と闇～」京都廣川書店 (2012).THCの代謝経路
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薬物犯罪の主な法定刑の一覧について

麻薬及び向精神薬取締法 大麻取締法 あへん法 覚醒剤取締法 医薬品医療機器等法

ヘロイン その他の麻薬 向精神薬 大麻 あへん 覚醒剤 覚醒剤原料 指定薬物

輸入

輸出

製造

(単純)(64-Ⅰ)

１年以上の有期懲役

(営利)(64-Ⅱ)

無期若しくは３年以上の

懲 役 又 は 情 状 に よ り

1000万円以下の罰金の

併科

(単純)(65-Ⅰ-１)

１年以上10年以下の懲役

(営利)(65－Ⅱ)

１年以上の有期懲役又は

情状により500万円以下

の罰金の併科

(単純)(66の３-Ⅰ)

５年以下の懲役

(営利)(66の３-Ⅱ)

７年以下の懲役又は情状

により200万円以下の罰

金の併科

(単純)(24-Ⅰ)

７年以下の懲役

(営利)(24-Ⅱ)

10年以下の懲役又は情

状により300万円以下の

罰金の併科

※製造なし

(単純)(51-Ⅰ-２，３)１

年以上10年以下の懲役

(営利)(51-Ⅱ)

１年以上の有期懲役又は

情状により500万円以下

の罰金の併科

※製造なし、採取

(単純)(41-Ⅰ)

１年以上の有期懲役

(営利)(41-Ⅱ)

無期若しくは３年以上の

懲 役 又 は 情 状 に よ り

1000万円以下の罰金の

併科

(単純)(41の３-Ⅰ-３，

４)

10年以下の懲役

(営利)(41の３-Ⅱ)

１年以上の有期懲役又

は情状により500万円

以下の罰金の併科

(単純)(84-28)

３年以下の懲役若しくは300万

円以下の罰金

(業として)(83の９)

５年以下の懲役若しくは500万

円以下の罰金の併科

※輸出なし

所持

譲渡

譲受

(単純)(64の２-Ⅰ)

10年以下の懲役

(営利)(64の２-Ⅱ)

１年以上の有期懲役又は

情状により500万円以下

の罰金の併科

(単純)(66-Ⅰ)

７年以下の懲役

(営利)(66-Ⅱ)

１年以上10年以下の懲

役又は情状により300

万円以下の罰金の併科

[譲渡及び譲渡目的の所

持に限る。]

(単純)(66の４-Ⅰ)

３年以下の懲役

(営利)(66の４-Ⅱ)

５年以下の懲役又は情

状により100万円以下

の罰金の併科

(単純)(24の２-Ⅰ)

５年以下の懲役

(営利)(24の２-Ⅱ)

７年以下の懲役又は情状

により200万円以下の罰

金の併科

(単純)(52-Ⅰ)

７年以下の懲役

(営利)(52-Ⅱ)

１年以上10年以下の懲

役又は情状により300万

円以下の罰金の併科

(単純)(41の２-Ⅰ)

10年以下の懲役

(営利)(41の２-Ⅱ)

１年以上の有期懲役又は

情状により500万円以下

の罰金の併科

(単純)(41の４-Ⅰ-３，

４)

７年以下の懲役

(営利)(41の４-Ⅱ)

10年以下の有期懲役又

は情状により300万円

以下の罰金の併科

(単純)(84-28)

３年以下の懲役若しくは300万

円以下の罰金

(業として)(83の９)

５年以下の懲役若しくは500万

円以下の罰金の併科

施用

使用

(単純)(64の３-Ⅰ)

10年以下の懲役

(営利)(64の３-Ⅱ)

１年以上の有期懲役又は

情状により500万円以下

の罰金の併科

(単純)(66の２-Ⅰ)

７年以下の懲役

(営利)(66の２-Ⅱ)

１年以上10年以下の懲

役又は情状により300

万円以下の罰金の併科

※一般的に医薬品とし

て使用されるため、使

用罪を設置していない

(52の２)

７年以下の懲役

(吸食)

(単純)(41の３-Ⅰ-１)

10年以下の懲役

(営利)(41の３-Ⅱ)

１年以上の有期懲役又は

情状により500万円以下

の罰金の併科

(単純)(41の４-Ⅰ-５)

７年以下の懲役

(営利)(41の４-Ⅱ)

10年以下の懲役又は情

状により300万円以下

の罰金の併科

(単純)(84-28)

３年以下の懲役若しくは300万

円以下の罰金

栽培

[麻薬原料植物の栽培]

(単純)(65-Ⅰ-２)

１年以上10年以下の懲

役

(営利)(65-Ⅱ)

１年以上の有期懲役又

は情状により500万円

以下の罰金の併科

(単純)(24-Ⅰ)

７年以下の懲役

(営利)(24-Ⅱ)

10年以下の懲役又は情

状により300万円以下の

罰金の併科

(単純)(51-Ⅰ-１)

１年以上10年以下の懲

役

(営利)(51-Ⅱ)

１年以上の有期懲役又は

情状により500万円以下

の罰金の併科
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国際的な大麻の規制状況について H31年１月時点
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麻薬中毒者の医療保護について（麻向法）

麻薬中毒者またはその疑いがある者

精神保健指定医による診察

麻薬中毒審査会

入院期間の延長

退院

社会復帰

・医師の届出（法第58条の２）・麻薬取締官等の通報（法第58条の３）・検察官の通報（法第58条の４）

・矯正施設の長の通報（法第58条の５）

都道府県知事による措置入院

都道府県知事への届出、通報

（法第58条の６）

・入院措置の要否判断（麻薬中毒であり、入院させなければ麻薬、大麻又はあへんの施用を繰り返すおそれが著しい場合）

・精神保健指定医の判断で30日を超えない範囲内で入院期間を決定。

（法第58条の８）

・入院期間の延長が必要と認められるとき

（法第58条の８第３～６項）

・入院の日から6月を超えない範囲内で毎回2月を限度として延長で

きる（法第58条の９）

・麻薬中毒者相談員による必要な指導（法第58条の18第２項）

【参考文献】 麻薬・向精神薬・覚醒剤 管理ハンドブック第11版（株式会社じほう発行）
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麻薬中毒者制度について

麻薬中毒（※）の状態にある者（麻薬中毒者）への医療の提供等の措置として、麻薬及び向精神薬
取締法では、１）医師の麻薬中毒者の届出等、２）措置入院及び３）フォローアップが規定されている。

※ 麻薬中毒とは麻薬、大麻又はあへんの慢性中毒（麻向法第２条第24号）を指し、麻薬に対する精神的身体的欲求を生じ、こ
れらを自ら抑制することが困難な状態、即ち麻薬に対する精神的身体的依存の状態をいい、必ずしも自覚的または他覚的な
禁断症状が認められることを要するものではない。（昭和41 年６月１日付け薬発第344 号「麻薬中毒の概念について」）

１）医師の麻薬中毒者の届出
医師は、診察の結果受診者が麻薬中毒者であると診断したときは、その者の氏名等を都道府県

知事に届ける義務がある。

２）措置入院
都道府県知事は、精神保健指定医の診察の結果、麻薬中毒者であり、かつ、症状、性行及び環

境に照らして入院させなければ麻薬、大麻又はあへんの施用を繰り返すおそれが著しいと認めた
ときは、麻薬中毒者医療施設に入院させて必要な医療を行うことができる。

３）フォローアップ
麻薬中毒者相談員等による麻薬中毒者及びその疑いのある者（特に、麻薬中毒者医療施設を退

院した者）に対する相談業務を実施
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麻向法及び精神保健福祉法における措置入院の比較について

麻薬及び向精神薬取締法による措置入院 精神保健福祉法による措置入院

対象者
麻薬中毒者であり、かつ、その者の症状、性行及び環境に照らし
てその者を入院させなければ、麻薬、大麻又はあへんの施用を繰
り返すおそれが著しい者

精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければ
その精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれが
ある者

医師の届出義務
医師が麻薬中毒者と診断した場合は、速やかに都道府県知事に届
出なければならない
なお、都道府県知事は、麻薬取締部を経て厚生労働大臣に報告

なし
（精神障害者又はその疑いのある者を知った者は、誰でも、その者
について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請するこ
とができる。）

通報の義務等
麻薬取締官、麻薬取締員、警察官及び海上保安官、検察官並びに
矯正施設の長の通報義務

・警察官、検察官、保護観察所の長、矯正施設の長並びに心神喪失
等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法
律に規定される指定通院医療機関の管理者の通報義務
・精神科病院の管理者の届出義務

措置入院期間

30日間

・延長の必要があれば、都道府県が「麻薬中毒者審査会」を設置
し、その会で承認が必要
・延長期間は、入院の日から３月を超えることができない
・さらに必要な場合は、審査会を経て、入院の日から６月を超え
ない範囲で、毎回２月を限度として延長可能

期限の制限なし

ただし、入院から半年までは３月毎、半年以降は、６月毎に、また
患者又はその家族等からの退院請求等があった際に、それぞれ精神
医療審査会において、入院の必要性を審査

措置入院の決定権者 都道府県知事 都道府県知事（政令市であれば市長）

措置入院後のフォ
ローアップ

麻薬中毒者観察指導（昭和40年４月10日薬発第303号）を実施
（実施者は、麻薬中毒者相談員、各都道県の麻薬取締員または国
の麻薬取締官）

自治体において退院後支援等を実施

年間件数 平成20年度以降報告なし 年間約7,000件 （令和２年度 7,288件）
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薬物中毒者及び措置入院者の年次別推移について

○ 平成11年の精神保健福祉法の改正に伴い、精神障害者の定義が改められ、薬物依存症も対象とさ
れ、麻薬中毒者については、麻薬及び向精神薬取締法と精神保健福祉法の２つの法律で重複して
措置されている状況。

○ 麻薬及び向精神薬取締法に基づく麻薬中毒者の届出件数は、平成22年以降は一桁台で推移して
おり、措置入院者は平成20年以降は発生していない。
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覚醒剤事犯における再犯者率の推移について

○ 覚醒剤事犯の再犯者率は、14年連続で増加し、過去最高の68.6％
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薬物依存症対策関係の計画について

（計画①）
・第五次薬物乱用防止五か年戦略（平成30年8月～）
目標２ 薬物乱用者に対する適切な治療と効果的な社会復帰支援による再乱用防止

（第五次薬物乱用防止五か年戦略における対策）
① 薬物依存症の専門医療機関・相談機関の整備
② 薬物依存症の治療・支援等ができる人材の育成・資質の向上
③ 薬物依存症に関する調査・研究の推進
④ 地方自治体・民間団体等自助グループへの支援
⑤ 薬物依存症に関する普及啓発
⑥ 関係機関の連携強化

（計画②）
・再犯防止推進計画（平成29年12月～）
第３ 保健医療・福祉サービスの利用の促進等のための取組
２．薬物依存を有する者への支援等

（再犯防止推進計画における対策）
① 薬物依存症の専門医療機関・相談機関の整備
② 薬物依存症の治療・支援等ができる人材の育成・資質の向上
③ 地方自治体・民間団体等自助グループへの支援
④ 薬物依存症に関する普及啓発
⑤ 関係機関の連携強化
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大麻栽培免許について
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大麻栽培者の全国分布について

出典：厚生労働省ホームページ
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大麻栽培免許者数と栽培面積の推移について
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大麻の流通規制について

大麻取締法（昭和23年法律第124号）
第２条 この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
２ この法律で「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維に若しくは種子を採取する目的で、大麻
草を栽培する者をいう。

３ この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は
大麻を使用する者をいう。

第３条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。

第４条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
（１） 大麻を輸入し、又は輸出すること（大麻研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸
出する場合を除く。）。

第13条 大麻栽培者は、大麻を大麻取扱者以外の者に譲り渡してはならない。

大麻研究者
（厚生労働大臣の許可を受けて
大麻研究者間の譲渡可）

輸出 輸入

＊ ＊

＊厚生労働大臣の許可が必要

大麻栽培者
（大麻栽培者間の譲渡可、栽培
地外への持出しは都道府県知事
の許可を要する。）
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乱用されている大麻のT H C含有量について

日本国内で押収された大麻の形態監察及びTHC含有量調査

【要旨】
大麻事犯の裁判が終了して国庫に帰属した証拠品の大麻を対象として、形態検査及びTHC等の定量を実施。平成
22 年４月から平成23年３月までの間に全国の麻薬取締部を経由して地方検察庁から厚生労働大臣に引き継がれ
た乾燥大麻6,376検体のうち、シンセミアの可能性がある種のない花穂部分で、比較的新鮮と考えられるCBN/THC
が0.1以下の乾燥大麻335検体のTHC含有量について調査した結果、THC含有量平均値は11.2％、最大値は
22.6％という結果であった。

（引用先：厚生労働科学研究費補助金（医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事業「法規制薬物の分析と鑑別に関する研究」平成23年度 総括・
分担研究報告書）

国内で乱用されている乾燥大麻のTHC含有量の
平均値は11.2%
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大麻栽培者が栽培する大麻草の収去検査について

調査概要

目的：全国の大麻栽培免許者が栽培する大麻草のTHC含有量を明らかにするため
対象県：10県（岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、岐阜県、三重県、滋賀県、佐賀県、長崎県）
大麻栽培免許者数：26名
期間：令和３年８月～令和４年１月
検体数：240検体（花穂120検体、葉120検体）

調査結果

総THC平均値（※１）：花穂1.071%、葉0.645%
総THC最大平均値（※２） ：花穂1.553%、葉1.036%
総THC最小平均値（※３） ：花穂0.611％、葉0.293％

※１総THCとはTHCとTHCAの和（THC換算）。
※２総THC最大平均値とは各大麻栽培免許者から収去した検体のうち、最も総THCが高かった検体の平均値。
※３総THC最小平均値とは各大麻栽培免許者から収去した検体のうち、最も総THCが低かった検体の平均値。

雌株の花穂 雌株の葉 
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